　第１３９号議案
　　職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
　上記の議案を提出する。
　　令和７年１１月２６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　品川区長　　森　　澤　　恭　　子　　
　　　職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第１条　職員の給与に関する条例（昭和２６年品川区条例第１７号）の一部を次のように改正する。
　　第９条の３第１項第１号中「３１万５，２００円」を「３２万６，９００円」に改める。
　　第２１条第２項中「１００分の１２５」を「、６月に支給する場合においては１００分の１２５、１２月に支給する場合においては１００分の１２７．５」に改め、同項ただし書中「１００分の１０７．５」を「、６月に支給する場合においては１００分の１０７．５、１２月に支給する場合においては１００分の１１０」に改め、同条第３項中「１００分の７０」と」の次に「、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の７２．５」と」を、「１００分の６１．２５」と」の次に「、「１００分の１１０」とあるのは「１００分の６３．７５」と」を加える。
　　第２１条の４第２項中「１００分の１１７．５」を「、６月に支給する場合においては１００分の１１７．５、１２月に支給する場合においては１００分の１２０」に、「１００分の１３５」を「、６月に支給する場合においては１００分の１３５、１２月に支給する場合においては１００分の１３７．５」に改め、同条第３項中「１００分の５７．５」と」の次に「、「１００分の１２０」とあるのは「１００分の６０」と」を、「１００分の６６．２５」と」の次に「、「１００分の１３７．５」とあるのは「１００分の６８．７５」と」を加える。
　　別表第１および別表第２を次のように改める。


第２条　職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
　　第２１条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１２５、１２月に支給する場合においては１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改め、同項ただし書中「、６月に支給する場合においては１００分の１０７．５、１２月に支給する場合においては１００分の１１０」を「１００分の１０８．７５」に改め、同条第３項中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の７２．５」を「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の７１．２５」に、「１００分の１０７．５」とあるのは「１００分の６１．２５」と、「１００分の１１０」とあるのは「１００分の６３．７５」を「１００分の１０８．７５」とあるのは「１００分の６２．５」に改める。
　　第２１条の４第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１１７．５、１２月に支給する場合においては１００分の１２０」を「１００分の１１８．７５」に、「、６月に支給する場合においては１００分の１３５、１２月に支給する場合においては１００分の１３７．５」を「１００分の１３６．２５」に改め、同条第３項中「１００分の１１７．５」とあるのは「１００分の５７．５」と、「１００分の１２０」とあるのは「１００分の６０」を「１００分の１１８．７５」とあるのは「１００分の５８．７５」に、「１００分の１３５」とあるのは「１００分の６６．２５」と、「１００分の１３７．５」とあるのは「１００分の６８．７５」を「１００分の１３６．２５」とあるのは「１００分の６７．５」に改める。
　　　付　則
　（施行期日等）
１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１日から施行する。
２　第１条の規定（第２１条第２項および第３項ならびに第２１条の４第２項および第３項の改正規定を除く。）による改正後の職員の給与に関する条例（以下「第１条による改正後の条例」という。）の規定は、令和７年４月１日から適用する。
　（令和７年４月１日から施行日の前日までの間における異動者の号給）
３　令和７年４月１日からこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間において、第１条の規定（第２１条第２項および第３項ならびに第２１条の４第２項および第３項の改正規定を除く。）による改正前の職員の給与に関する条例（以下「改正前の条例」という。）の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会（以下「人事委員会」という。）の定める職員の第１条による改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、人事委員会が定める。
　（施行日から令和８年３月３１日までの間における異動者の号給の調整）
４　施行日から令和８年３月３１日までの間において、第１条による改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から第１条による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
　（給与の内払）
５　第１条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第１条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
　（委任）
６　付則第３項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
　（説明）職員の給与を改定する必要がある。
